
 

■国際観光ホテル整備法に基づく登録ホテル・旅館の更新情報 

(令和８年１月分～３月分) 

 国際観光ホテル整備法(以下、「法」という。)に基づき、登録ホテル・旅館の新規登録、登

録抹消及び登録事項変更を下記のとおり公示します。 

                            観光庁長官 村田 茂樹 

 

令和８年 1月分 

（新規登録） 

 ○法第５条第１項の規定により次のホテル・旅館を登録しました。 

 ◆登録年月日 令和８年１月 14日 

  登 録 番 号 登録ホ第 1690号 

  施 設 名 称 EN HOTEL Akita 

  所 在 地 秋田県秋田市大町 2－2－41 

 

◆登録年月日 令和８年１月 19日 

  登 録 番 号 登録旅第 2775号 

  施 設 名 称 ゲストハウス加茂川 

  所 在 地 滋賀県高島市安曇川町下小川 2329-19他 8筆 

 

（登録抹消） 

○法第 17条（法第 18条第１項の規定により準用する場合も含む）の規定により次のホテ

ル・旅館の登録を抹消しました。 

◆抹消年月日 令和８年１月 22日 

  登 録 番 号 登録旅第 1447号 

  施 設 名 称 湯沢ニューオータニホテル 

  所 在 地 新潟県南魚沼郡湯沢町大字湯沢３３０ 

 

◆抹消年月日 令和８年１月 22日 

  登 録 番 号 登録ホ第 1071号 

  施 設 名 称 オークラアクトシティホテル浜松 

  所 在 地 静岡県浜松市中央区板屋町 111-2 

 

 

（登録事項変更） 

1月は該当なし 

 

令和８年２月分 

（新規登録） 



 

２月は該当なし 

 

（登録抹消） 

○法第 17条（法第 18条第１項の規定により準用する場合も含む）の規定により次のホテ

ル・旅館の登録を抹消しました。 

 ◆抹消年月日 令和８年２月 27日 

  登 録 番 号 登録旅第 0259号 

  施 設 名 称  古泉閣 

  所 在 地 兵庫県神戸市北区有馬町１４５５番地の１ 

 

（登録事項変更） 

２月は該当なし 

 

令和８年３月分 

（新規登録） 

３月は該当なし 

 

（登録抹消） 

３月は該当なし 

 

（登録事項変更） 

３月は該当なし 

 

 


